
がん診療連携拠点病院の指定更新等に係る

今後のスケジュールについて

「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」平成20年 3月 1日 付け健発第0301001号

健康局長通知(平成22年 3月 31日 一部改正)(以下、「指針」という)に 基づき、平成23年 度

以降も引き続き、がん診療連携拠点病院の指定を希望する場合は、平成22年 10月

末までに、指針に規定する所定の要件を充足した上で、指定に係る更新申請等を行

う必要がある。

「第7回 がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会」(以 下、「検討会 Jと いう)に

おいては 、都 道 府 県 における地 域 の 実 状 と拠 点病 院 推 薦 に関 する考 え方 を整 理 いた

だき、必要に応じて都道府県から説明いただくことを予定している。なお、説明の様式

及び検討会開催案内については、別途連絡する。今後のスケジュールは以下のとお

りである。

平成 22年  10月 31日 指定更新推薦書等提出締め切り

平成 22年  12月 ～ 検討会における都道府県からのプレゼンテー
ション様式の提出依頼予定

第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する

検討会開催予定

がん診療連携拠点病院 (平成 22年 10月 末

締め切 り分)の現況報告を公表予定

第 7回がん診療連携拠点病院の指定に関する

検討会により指定更新等が認められた医療機

関の指定の効力発生

平成 23年   2月  上旬

平成 23年   3月 末まで

平成 23年   4月  1日
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